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組合員の賃金水準等の引下げについて 

 

 当社では、業績回復に向けた緊急施策として、労働組合に対し組合員の賃金水準の引下げを申し入

れ協議を行なってきた結果、本日、合意に至りましたので、その内容をお知らせするとともに、あわ

せて実施する取締役報酬及び管理職賃金の引下げについてお知らせします。 

 なお、本件は、2003 年 4 月 1 日に「労働組合への賃金水準の引下げ申し入れについて」として、

お知らせしておりました事項の経過に関するお知らせです。 

 

記 

１．賃金等の引下げの内容 

（１）引下げ率 

今年度の賃金改訂（昇給）実施後、下表の通り賃金及び報酬の引下げを行ないます。 

区 分 引下げ率 

組合員賃金 ７％ 

管理職賃金 ８％ 

取締役報酬 １０～１５％ 

補足：管理職の賞与水準については、2002年度夏季より、2001 年度夏季の支給水準の約 50％ま 

で減額しているほか、取締役賞与は 2002年度からゼロとしており、これらの措置は今年 

度も継続する予定です。 

 

（２）実施期間 

2003年 6月支給分から 2004 年 3月支給分まで。 

 

なお、当社が実施する今回の措置にあわせて、当社連結子会社においても、それぞれ当社と同

水準にて賃金水準の引下げが行われる予定です。 

 

２．業績に与える影響 

今回の賃金水準等の引下げにより、今期の人件費は、連結ベースで約 16 億円、単独ベースで

約 11億円削減できる見込みです。 

なお、この削減効果は、すでに、2003年 4月 25日発表の決算短信にてお知らせしました 2004

年 3月期業績予想に織り込んでおりますので、今回の措置による業績予想の修正はありません。 

以 上 
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